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厚
生
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八
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号
 

令
和
八
年
四
月
十
六
日
 

- 1 -

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
係
る
住
宅
再
建
支
援
等
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第

十
三
号
）
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
係
る
住
宅
再
建
支
援
等
給
付
金
に
係
る
差
押

禁
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
係
る
住
宅
再
建
支
援
等
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
係
る
住
宅
再
建
支
援
等
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
六

年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 2 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
交
付
金
）

（
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
交
付
金
）

第
一
条

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
係
る
住
宅
再
建
支
援
等
給
付
金
に

第
一
条

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
係
る
住
宅
再
建
支
援
等
給
付
金
に

係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一

係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一

号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

令
和
八
年
度
の
一
般
会
計
予
算
に
お
け
る
地
域
福
祉
推
進
支
援
臨
時
特

（
新
設
）

例
交
付
金
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


